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序 章 はじめに 
１．計画の背景と目的 

学校施設等の⻑寿命化を図るための指針として、平成 27 年に「⽂部科学省インフラ⻑寿命化計画」及び
「学校施設等の⻑寿命化計画策定に係る⼿引」、平成 29 年に「学校施設等の⻑寿命化計画策定に係る
解説書」が策定されました。これらの指針において、少⼦化や教育内容・教育⽅法等の多様化、バリアフリー、
環境への配慮、防災機能の強化等、学校施設等に対するニーズへの対応と、将来の財政負担に配慮した効
率的な維持管理が求められています。 

 
本市は、こども園１園、⼩学校８校、中学校３校、学校給⾷センター１施設を有しており、本市が保有し

ている公共施設の延床⾯積の 50％以上を占めています。これらの建物の中には⽼朽化が進んでいるものもあ
り、整備量（延床⾯積）累計は年々増加しています。 

 
また、本市ではこれまで、市⺠の皆さまに安全・安⼼に施設等を利⽤いただけるよう適切な維持管理を推進

していくことを基本に、施設の維持管理、効果的・効率的な施設の有効活⽤、PPP ⼿法の活⽤など、施設の
今後のあり⽅について基本的な⽅向性を⽰す豊⾒城市公共施設等総合管理計画（平成 29 年）を策定し
ました。 

 
これらを受け、本市が保有する学校施設等に関する実態の把握・分析を⾏い、中⻑期的な財政的負担の

縮減・平準化を図りながら、本市の特性に沿った学校施設等の維持管理、更新を推進するための⽅策を検討
します。そのうえで、学校施設等に関する個別施設計画として、各学校の改築や⻑寿命化改修の進め⽅等に
関する「豊⾒城市⽴学校施設⻑寿命化計画」を定めることとします。 

 
２．計画の位置付け 

本計画は、豊⾒城市総合計画や公共施設等総合管理計画など、上位関連計画との整合を図りながら、
計画を策定します。 

計画期間は 10 年間とし、概ね５年で⾒直しを⾏います。 
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３．対象施設 
本計画の対象は、市が管理するこども園１園、⼩学校８校、中学校３校、学校給⾷センター１施設の計

13 施設です。対象施設⾯積は、こども園が 2,421 ㎡、⼩学校が 66,604 ㎡、中学校が 30,308 ㎡、学校
給⾷センターが 1,976 ㎡でその合計は 101,132 ㎡となっています。 

図表．市内こども園・⼩中学校・学校給⾷センター⼀覧 
No. 学校名 ⾯積(㎡) 築年 棟数 
1 上⽥こども園 2,421 2017 ２棟 
2 上⽥⼩学校 10,901 2016〜2018 ７棟 
3 ⻑嶺⼩学校 8,256 2007〜2008 ５棟 
4 座安⼩学校 7,397 1992〜2013 ４棟 
5 豊⾒城⼩学校 7,679 1989〜2009 ５棟 
6 伊良波⼩学校 6,814 1986〜1999 ７棟 
7 とよみ⼩学校 7,064 1995〜2007 ６棟 
8 豊崎⼩学校 8,509 2011 ７棟 
9 ゆたか⼩学校 9,984 2014 ５棟 
10 豊⾒城中学校 12,115 1991〜2019 ３棟 
11 ⻑嶺中学校 9,237 2009〜2010 ４棟 
12 伊良波中学校 8,956 1985〜2019 ７棟 
13 学校給⾷センター 1,976 1985 ３棟 

計 65 棟 
出典︓学校台帳 

※延床⾯積＝保有⾯積＋保有控除⾯積（200 ㎡以下の屋外倉庫等を含み、取壊し予定の建物は除く。） 
※旧耐震基準の昭和 56 年以前に建設された施設が２棟（豊⾒城中学校）ありますが、令和３年度に改
築予定のため、対象外とします。 
 

●こども園  ●⼩学校  ●中学校  ●学校給⾷センター 
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４．上位関連計画 
本計画の上位関連計画である「第 5 次豊⾒城市総合計画基本構想・後期基本計画」、「豊⾒城市公共

施設等総合管理計画」、「豊⾒城市地域防災計画」では、学校施設等について以下のとおり記されています。 
 

（１）第４次豊⾒城市総合計画基本構想・後期基本計画 
 本計画では、まちづくりの基本理念を「⾃⽴ 活⼒ 共生」とし、響むまち豊⾒城の未来を照射しています。 
 将来像を「ひと・そら・みどり がつなぐ 響むまち とみぐすく」とし、 

ひとが健やかに助けあい そらが広がる みどり豊かな まちを共に築き ひとと まちと が響き合うなかで 
「豊⾒城 大好き︕」 そう実感できる 響むまち とみぐすく を目指します。 

 
 策定年⽉︓平成 29 年 3 ⽉ 
 計画期間︓平成 29（2017）年度〜平成 32（2020）年度 
 第２部 子どもが生きる学びと文化のまちづくり 〜教育・子育て・文化振興分野〜 
 第１章 教育の充実 

第２節 義務教育の充実 
（２）教育施設・設備等の充実 

本市では、人口増加とともに児童・生徒数の増加が想定されるため、的確な将来予測に基づいた学校
施設の計画的な整備を実施します。また、学校施設の維持・管理を図るとともに、平成 30 年度供⽤開
始に向けた上⽥⼩学校及び平成 33 年度供⽤開始に向けた豊⾒城中学校の改築など耐震化や⻑寿命
化の取り組みを推進します。 

設備⾯においては、運動施設の整備や「情報教育」の強化のための電⼦⿊板、パソコンや LAN 整備等、
教育設備の充実に努めます。 

 
（３）学校教育の充実 

学校給⾷センターを拠点に、安全でおいしい学校給⾷を継続して提供していくため、児童・生徒の増加
及び⽼朽化への対応として、施設や設備の計画的な整備・更新に取り組むとともに、適切な運営・管理に
努めていきます。 

 
（５）個に応じた支援体制の充実 

「インクルーシブ教育」の考え⽅を基本に、障害をもつ児童・生徒の受入体制の充実に向け、「特別支援
教育支援員」の適正配置やバリアフリー化の推進、障害の状況に応じた就学相談、健常児童・生徒との交
流活動など、きめ細かな「特別支援教育」の充実に努めます。 

 
 第４章 生涯学習社会の確⽴ 

第１節 生涯学習社会の確⽴ 
（３）⼦どもが健やかに育まれる地域環境づくり 

⼦どもたちが安全・安⼼かつ健やかに育まれる環境づくりのため、家庭や地域、市⺠団体などと連携して
放課後や週末等の⼦どもたちの適切な遊びや生活の場の確保に努めるとともに、学校施設やその他の公共
施設などを活⽤し、放課後⼦ども教室事業などの施策を通して学習やスポーツ、⽂化活動、交流活動など
多様な体験や交流機会の提供に取り組みます。 
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 第４部 持続可能な環境と安心・安全のまちづくり 〜環境・危機管理分野〜 
 第３章 環境共生のまちづくり 

第１節 環境共生のまちづくり 
（３）新エネルギーの活⽤検討 

豊⾒城市地域新エネルギービジョンでの検討成果を踏まえ、本市では学校や公共公益施設における太
陽光発電パネルの導入を進めるとともに、住宅⽤太陽光発電パネルの設置に対し助成することで、身近な
ところからの新エネルギーの活⽤に努めます。 

 
 第４章 災害に強いまちづくり 

第１節 防災都市づくり 
（１）災害に強い都市構造の形成 

避難・救援・延焼防止などの機能を持ち避難路や避難場所などにもなる公園及び⼩・中学校グランドや
幹線道路の整備と改良を推進します。指定緊急避難場所（安全確保のための一時避難の場所）・指
定避難所（避難生活を⾏う場所）への誘導については、豊⾒城市防災マップによるほか、避難路などに
避難誘導標識の設置を⾏ないその充実に取り組みます。 

 
（２）災害に強い建築物・構造物の整備 

学校などの避難所に指定されている公共施設における耐震性と耐火性の向上に努めます。 
市内の建築物全体の耐震性・耐火性向上のため、関連情報の提供と啓発や耐震診断・改修の支援に

努めます。 
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（２）豊⾒城市公共施設等総合管理計画 
 本計画は、市内施設の⻑寿命化や予防保全の考え⽅による維持管理、機能の統合・複合化など効果

的・効率的な施設の有効活⽤、施設の維持修繕や管理運営に係る⺠間の技術やノウハウを活⽤した
PPP ⼿法の活⽤など、施設の今後のあり⽅について、基本的な⽅向性を⽰す。 

 
 策定年⽉︓平成 29 年 3 ⽉ 
 計画期間︓平成 29（2017）年度〜平成 38（2026）年度 
 数値目標︓10 年間で 52 億円の不⾜となる財政シミュレーション結果が出たが、人口１人当たりの公共

建築物保有量（2.83 ㎡/人）や人口増加傾向にある状況を鑑みて、施設保有量は現状維持とする。
今後の新たな⾏政需要に対しては、真に必要な施設であるかどうか検討を⾏い、公共建築物の新規整備
をする必要がある。 

一⽅、52 億円の捻出については、公共施設等の⻑寿命化や維持管理費の削減、新たな収入の確保
や適切な利⽤者負担等の検討を⾏い、さらなる財源の確保の取組を全庁的に⾏っていく必要がある。 

 

 第８章 公共施設等の管理に関する基本的な考え⽅ 
１．計画期間 ７．維持管理・修繕・更新等の実施⽅針 
２．数値目標 ８．耐震化の実施⽅針 
３．点検・診断等の実施⽅針 ９．統合や廃止の推進⽅針 
４．安全確保の実施⽅針 10．広域化の検討について 
５．⻑寿命化の実施⽅針 11．⾏政サービス⽔準等の検討について 
６．⺠間活⽤（PFI/PPP 等）の考え⽅ 12．使⽤料の⾒直し検討について 
 

 第 9 章 施設類型ごとの管理に関する基本的な考え⽅ 
（⼩学校・中学校） 
 平成 31 年度までに耐震化率 100％を目指し耐震化改修を⾏っていきます。 
 「豊⾒城市学校施設⻑寿命化計画」を平成 32 年度までに作成し、機能や性能を現在の学校に求

められている⽔準まで引き上げ、安全・安⼼な施設環境の確保、教育環境の質的向上を目指してい
きます。 

 学校の新設及び建替えの際には、地域と学校との連携を推進するため、地域連携室の整備に努めま
す。 

（学校給⾷センター） 
 児童数、生徒数などの人口動態などを鑑み、安⼼・安全・確実な給⾷提供を⾏い効率的な運営に

取り組むよう努めます。 
 施設の⻑寿命化を図るために、定期的な点検などで事前保全型の修繕対策を講じていきます。 
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（３）豊⾒城市地域防災計画 
 本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条及び豊⾒城市防災会議条例第

２条の規定に基づき、豊⾒城市防災会議が作成する計画であって、豊⾒城市、沖縄県及び防災関係
機関や公共団体その他市⺠がその有する全機能を発揮し、市の地域における防災に関し、災害予防対
策、災害応急対策、災害復旧・復興対策に至る一連の防災活動を適切に実施することにより、市⺠の
生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 
 策定年⽉︓平成 27 年７⽉ 
 第 1 編 基本編 
 第 2 章 基本⽅針 

第 1 節 地域防災ビジョン 
１ 基本⽅針 

市防災計画は、本市の総合的な災害対策の基本となるべきものであり、災害の予防対策、災害時の応
急対策、復旧・復興対策の実施に大きな役割を果たすものである。 

市は、市⺠・⾏政・防災関係機関がそれぞれの⽴場で防災活動を展開し、大規模な災害の軽減を図る
ための体制づくりとして、「⾃助」「共助」「公助」の精神が根ざした、災害に強く安⼼して住めるまちをつくるこ
とを目指すものとする。 

 
第 3 節 防災対策の基本⽅針 
１ 周到かつ十分な災害予防対策 
（２）施策の概要 

ア 災害に強いまちづくりを実現するための主要交通・通信機能の強化、避難路の整備等による災害に
強い都市構造の形成、住宅や学校・病院等公共施設等の安全性の確保及び代替施設の整備等
によるライフライン機能確保 

 
第４節 本市の特殊性等を考慮した重要事項 
２ 沿岸部の低地に密集する人口等への防災対策 
（１）津波ハザードマップの整備、学校等の防災教育及び地域の津波避難訓練の実施 
（２）市の津波避難計画、浸⽔想定区域の学校、医療機関及び福祉施設等の津波避難マニュアルの

作成 
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（４）豊⾒城市の教育大綱 
 豊⾒城市は、『「ゆめ」「まなび」「ひと」を大事にする響むまちの教育』を目標とし、次のことを大綱として教育

及び⽂化の振興に関する施策を推進します。 
「ゆ め 」︓目標は⽴てることで⾃ら学ぶ意欲を持ち、⼼豊かでたくましく、創造性・国際性に富む幼児

児童生徒の育成を図ります。 
「まなび 」︓家庭・学校・地域社会の相互連携のもとに、社会の変化に主体的に対応し得る生涯学習

社会の実現を図ります。 
「ひ と 」︓郷⼟の⾃然や⽂化に誇りを持ち、⼼身ともに健康で、主体的に社会に貢献する市⺠の育

成を図ります。 
 

 １ 幼児教育の充実 
多様化する幼児教育ニーズに対応する教育や体験活動の実施など、教育プログラムの充実を図ります。 

 ２ 義務教育の充実 
「生きる⼒」を育む教育の充実を図るとともに、施設などの改善や充実に取り組みます。また、地域や保

護者等との連携により安⼼・安全で開かれ、信頼され、かつ、⼦どもたちが明るく通える学校づくりを推進し
ていきます。 

 ３ 地域⽂化の振興 
「グスク」や戦跡などの史跡、⽂化財の保全と活⽤に努めていきます。また、地域の誇りやアイデンティティ

の源泉となるよう、地域に眠る⽂化を掘り起こし再評価する取組や新しい地域⽂化の創造動きを支援し
ます。 

 ４ 生涯学習社会の確⽴ 
いつでも気軽に学び、生涯にわたり新たな知識や技能を習得しながら、⾃己実現を果たし、生きがいに

満ちあふれた生活を送ることができるよう生涯学習のための機会やプログラムの充実に努めます。 
 ５ スポーツ・レクリエーションの振興 

いつでも気軽に学び、生涯にわたり新たな知識や技能を習得しながら、⾃己実現を果たし、生きがいに
満ちあふれた生活を送ることができるよう生涯学習のための機会やプログラムの充実に努めます。 

 ６ 教育⾏政の充実 
市⺠に開かれた教育⾏政の展開や国際性豊かで広い視野を持ち、情報活⽤能⼒に優れた人材の育

成に努めます。 
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（５）上位関連計画に関するまとめ 
上位関連計画における学校施設等に関する記載を⽂部科学省「学校施設の⻑寿命化計画策定に係

る⼿引き」で⽰されている学校施設等の目指すべき姿の５つの項目に区分すると以下に整理できます。 
 

項目 関連するキーワード 
安全性 総合計画  学校施設の維持・管理を図るとともに、平成 30 年度末供⽤

開始に向けた上⽥⼩学校及び平成 33 年度供⽤開始に向
けた豊⾒城中学校の改築など耐震化や⻑寿命化の取り組み
を推進する。 

 避難・救援・延焼防止などの機能を持ち避難路や避難場所
などにもなる公園及び⼩・中学校グランドや幹線道路の整備と
改良を推進する。 

 学校などの避難所に指定されている公共施設における耐震性
と耐火性の向上に努める。 

 市内の建築物全体の耐震性・耐火性向上のため、関連情報
の提供と啓発や耐震診断・改修の支援に努める。 

公共施設等総合
管理計画 

 ⼩学校・中学校について、平成 31 年度までに耐震化率
100％を目指し耐震化改修を⾏う。 

地域防災計画  住宅や学校・病院等公共施設等の安全性の確保及び代替
施設の整備等によるライフライン機能確保 

 学校等の防災教育 
 浸⽔想定区域の学校の津波避難マニュアルの作成 

快適性 総合計画  学校給⾷センターは児童・生徒の増加及び⽼朽化への対応
として、施設や設備の計画的な整備・更新に取り組むととも
に、適切な運営・管理に努める。 

 「インクルーシブ教育」の考え⽅を基本に、障害をもつ児童・生
徒の受入体制の充実に向け、「特別支援教育支援員」の適
正配置やバリアフリー化の推進、障害の状況に応じた就学相
談、健常児童・生徒との交流活動など、きめ細かな「特別支
援教育」の充実に努める。 

公共施設等総合
管理計画 

 学校給⾷センターについて、児童数、生徒数などの人口動態
などを鑑み、安⼼・安全・確実な給⾷提供を⾏い効率的な運
営に取り組むよう努める。 

 ⼩学校・中学校について、「豊⾒城市学校施設⻑寿命化計
画」を平成 32 年度までに作成し、機能や性能を現在の学校
に求められている⽔準まで引き上げ、安全・安⼼な施設環境
の確保、教育環境の質的向上を目指す。 

 学校給⾷センターについて、施設の⻑寿命化を図るために、定
期的な点検などで事前保全型の修繕対策を講じる。 
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学習活動への 
適応性 

総合計画  運動施設の整備や「情報教育」の強化のための電⼦⿊板、パ
ソコンや LAN 整備等、教育設備の充実に努める。 

教育大綱  「生きる⼒」を育む教育の充実を図るとともに、施設などの改善
や充実に取り組む。 

環境への適応性 総合計画  学校や公共公益施設における太陽光発電パネルの導入を進
め、身近なところからの新エネルギーの活⽤に努める。 

 的確な将来予測に基づいた学校施設の計画的な整備を実
施する。 

地域の拠点化 総合計画  学校施設やその他の公共施設などを活⽤し、放課後⼦ども教
育事業などの施策を通して学習やスポーツ、⽂化活動、交流
活動など多様な体験や交流機会の提供に取り組む。 

公共施設等総合
管理計画 

 学校の新設及び建替えの際には、地域と学校との連携を推
進するため、地域連携室の整備に努める。 
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第１章 学校施設等に関する現状と課題 
１．人口動向及び学校施設等の現状 
（１）人口の推移 

本市の人口は住⺠基本台帳によると平成 27 年には 62,566 人となっています。 
平成 28 年 3 ⽉に策定した「豊⾒城市人口ビジョンまち・ひと・しごと創生総合戦略」における独⾃推計で

は、2050 年の 70,590 人をピークに緩やかに減少し、2060 年には 70,057 人になると推計されています。
なお、令和 2 年 12 ⽉末現在において、本市の人口は 65,766 人となっており、平成 27 年時点より引き
続き増加しています。 

 
出典︓豊⾒城市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 3 ⽉） 

 
（２）園児・児童・生徒数の推移 

上⽥こども園は、平成 30 年度より幼保連携認定こど
も園として運⽤を開始しました。本市の園児数は平成
29 年度（上⽥幼稚園時）に 86 人であり、上⽥こども
園となった平成 30 年度以降は増加を続けており、令和
２年度には 197 人となっています。 

⼩学校の児童数は増加を続けており、令和２年度に
は 5,285 人となっています。 

中学校の生徒数は平成 29 年度に減少したものの、
それ以降は増加傾向にあります。 

 
出典︓「豊⾒城市⽴学校適正規模調査業務 報告書（一部改訂）」（令和元年 10 ⽉） 

令和 2 年度データは市教育委員会の⼿持ち資料より抜出 
 

図表．園児・児童・生徒数の推移 
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（３）学校別園児・児童・生徒数の推移 
上記と同様に、平成 29 年度（上⽥幼稚園時）の園児数は 86 人で、平成 30 年度にこども園として

運⽤が開始された際 131 人に増加し、それ以降も増加を続けています。 
⼩学校別の児童数は、⻑嶺⼩学校及びとよみ⼩学校において減少傾向、伊良波⼩学校において横ばい

での推移が⾒られるものの、その他の⼩学校は増加傾向にあります。 
中学校別の生徒数は、⻑嶺中学校においてわずかに減少傾向が⾒られます。また、平成 27 年度と令和

２年度を⽐較すると、豊⾒城中学校では生徒数が減少している一⽅、伊良波中学校では増加しています。 
 

図表．幼稚園別園児数の推移 

 H28 H29 H30 R1 R2 

上⽥幼稚園 103 86 ― ― ― 

上⽥こども園 ― ― 131 179 197 

※上⽥こども園は「教育利⽤」及び「保育利⽤」の合計数にて記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓「豊⾒城市⽴学校適正規模調査業務 報告書（一部改訂）」（令和元年 10 ⽉） 
令和２年度データは市教育委員会の⼿持ち資料より抜出 
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（４）学校別学級数の推移 
⼩学校は多くの学校において平成 27 年度と⽐較して増加しています。特に豊崎⼩学校は毎年増加を続

けています。一⽅で、⻑嶺⼩学校においてはわずかながら減少傾向がみられます。中学校は３校すべてにお
いて、平成 27 年度と⽐較すると増加しています。 

なお、ここで⽰した学級数は普通学級と特別支援学級の総数となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓「豊⾒城市⽴学校適正規模調査業務 報告書（一部改訂）」（令和元年 10 ⽉） 
令和２年度データは市教育委員会の⼿持ち資料より抜出 

 
（５）⼩学校及び中学校における普通学級と特別支援学級の推移 

⼩学校において、普通学級数及び特別支援学級数ともに増加傾向にあり、全体の学級数もまた年々増
加していることが窺えます。特に、特別支援学級数は、平成 27 年度に⽐べ令和２年度では２倍以上に増
加しています。 

中学校において、普通学級数が横ばい状態なのに対し、特別支援学級数は平成 27 年度に⽐べ令和
２年度では２倍に増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓「豊⾒城市⽴学校適正規模調査業務 報告書（一部改訂）」（令和元年 10 ⽉） 
令和 2 年度データは市教育委員会の⼿持ち資料より抜出 
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２．学校施設等の現状 
（１）建築年度状況 

学校施設等の全 65 棟が昭和 57 年以降に建設された新耐震基準の施設となっています。 
また、築 30 年以上の施設 17 棟（約 26%）については、近年中に改築や大規模な改修などを実施す

べき施設となり得るため、学校別の対策内容や整備時期について、財政状況を鑑みて歳出の平準化や整
備⼿法の検討をする必要があります。 
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（２）学校施設等の開放状況 
学校施設等において、運動場及び屋内運動場の利⽤開放を⾏っており、その利⽤状況は以下グラフの通

りです。なお、中学校は屋内運動場利⽤の夜間一般利⽤者のみの集計となっています。⼩学校の運動場・
屋内運動場利⽤はそれぞれ児童の活動も含めた人数となっています。 

運動場利⽤について、伊良波⼩学校及び豊⾒城⼩学校の年間利⽤状況が平均して高くなっています。
また、平成 30 年度のゆたか⼩学校における利⽤者数が突出しています。 

屋内運動場利⽤について、⼩学校は⻑嶺⼩学校及び豊崎⼩学校の年間利⽤状況が平均して高く、中
学校は⻑嶺中学校の年間利⽤状況が高くなっています。 

 

 
出典︓市教育委員会資料より 

 

 
出典︓市教育委員会資料より 
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（３）学校施設等における太陽光発電設備の設置 
本市の学校施設等において、新エネルギーの活⽤に努め、環境に配慮した施設整備を⾏っています。 
以下は、座安⼩学校の屋上に位置している太陽光発電設備の状況です。 

 
 

（４）学校給⾷センターの現状 
本市では、学校給⾷センター⽅式を採⽤しており、令和２年度時点では児童・生徒 7,250 人のほか、

各学校施設職員等へ対して１日約 8,000 ⾷を配給しています。既存施設においては築 35 年経過してお
り、建物や設備の⽼朽化が進んでいます。特に設備に対しては、不具合が生じた場合に更新等を⾏っていま
すが、衛生管理に関しては、区域区分（汚染・非汚染）が不明確であったり、ドライシステムの導入ができず
ウェットシステムをドライ運⽤している状況であったり等、「学校給⾷衛生管理基準」に適合していません。今
後は基準へ適合させるとともに、HACCPの考え⽅に基づいた衛生管理の⼿法を取り入れ、安全で安⼼な学
校給⾷を提供する施設とする必要があります。 

さらに、学校給⾷センターの調理能⼒は最大 10,000 ⾷となっていますが、本市の人口は継続して増加
傾向にあり、今後の児童・生徒増加を鑑みると、調理能⼒の拡大を検討する必要があります。 

以上の内容により、将来的な給⾷対応を検討するうえで、新増築や建替え等による調理能⼒ならびに施
設規模の拡充が求められます。 

  



 

16 

３．学校施設等に係る行財政の状況 
（１）一般会計予算と教育費の推移 

本市の令和２年度の一般会計予算の歳出は約 270 億円となっています。直近５か年の歳出額の推移
をみると、年度ごとの増減はあるものの、約 240 億〜300 億円で推移しています。 

教育費の割合をみると、平成 27 年度から令和 2 年度まで一般会計予算のおおよそ 13%〜20%で推
移しており、令和２年度の教育費は約 39 億円となっています。 

 
出典︓「平成 27〜令和２年度 一般会計 歳出（目的別）集計表」 

 
（２）教育予算の内訳 

教育予算の内訳において、⼩学校費は約 5 億〜18 億円、中学校費は約 1 億〜25 億円で推移して
います。平成 27〜29 年度の⼩学校費、または平成 29〜令和 2 年度の中学校費はそれぞれ上⽥⼩学
校・豊⾒城中学校の改築に要する投資的経費が大きな影響を与えています。 

 
出典︓「平成 27〜令和２年度 一般会計 歳出（目的別）集計表」 
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（３）光熱⽔費の推移 
光熱⽔費は、学校給⾷センターにおいて横ばい状態ながら、全体的には増加傾向にあります。特に、⼩学

校では令和２年度の光熱⽔費が平成 27 年度に⽐べ約 1.4 倍となっています。また、直近５か年の平均を
みると、⼩学校は約 7,200 万円、中学校は約 3,200 万円、学校給⾷センターは約 1,500 万円となって
います。 

 

 
出典︓歳出予算執⾏状況表（明細） 

 
（４）学校修繕費の推移 

近年の推移をみると、学校施設等の計画的な維持管理により、修繕費が抑えられています。一⽅で、学
校給⾷センターでは、設備や調理機器の⽼朽化に伴い、より大きな修繕費が必要となっています。 

直近５か年の平均値をみると、⼩学校は約 110 万円、中学校は約 120 万円、学校給⾷センターは約
520 万円となっています。 

 

 
出典︓歳出予算執⾏状況表（明細） 

 
  

図表．光熱⽔費の推移 

図表．修繕費の推移 
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４．学校施設等に関する現状と課題のまとめ 
以上の内容に基づき、学校施設等の現状と課題を整理すると以下のとおりとなります。 
 

人口動向  豊⾒城市の人口は 2050 年をピークに緩やかに減少し、2060 年には 70,057
人になると推計されています。 

園児・児童・生徒数
と学級数 

（こども園） 
 上⽥こども園における園児数は年々増加しており、令和２年度には 197 人となっ

ています。 
（⼩学校） 
 全児童数は年々増加しており、平成 28 年度の 4,883 人と⽐較し、令和２年

度には 5,285 人となっています。 
 学級数は年々増加しており、特に特別支援学級数は平成 27 年度と⽐較し、令

和２年度では２倍以上の 46 クラスとなっています。 
（中学校） 
 全生徒数は近年増加傾向にあり、令和２年度には 2,235 人となっています。 
 学級数において、普通学級数は横ばい状態なのに対し、特別支援学級数は

年々増加しており、平成 27 年度と⽐較し令和２年度では２倍の 17 クラスにな
っています。 

施設整備量  令和 3 年度の豊⾒城中学校改築により、市内学校施設等の全 65 棟が昭和
57 年以降に建設された新耐震基準の施設となります。 

 各学校施設等の運動場及び体育館において利⽤開放を⾏っており、児童の活
動や一般の夜間利⽤等、多くの⽅が利⽤されています。 

維持管理費  教育予算は一般会計予算の約 13%〜20%（年平均約 42 億円）で推移し
ています。 

 教育予算の中で⼩学校費・中学校費は合計約 16 億〜32 億円で推移してい
ます。なお、直近 6 か年において校舎改築が発生しており、建設にあたる投資的
経費が大きく影響しています。 

 光熱⽔費は年々増加しており、なかでも⼩学校では平成 27 年度に⽐べ令和 2
年度の値が約 1.4 倍となっています。 

 計画的な維持管理により近年の修繕費は抑えられていますが、学校給⾷センター
においては設備や調理機器の⽼朽化により大きな修繕費が必要となっています。 

学校給⾷センター  最大 10,000 ⾷の調理能⼒に対し、現在 1 日あたり約 8,000 ⾷の給⾷を実
施しています。 

 築 35 年経過しており建物や設備の劣化が進んでいます。 
 区域区分（汚染・非汚染）やドライシステムの導入など「学校給⾷衛生管理基

準」に適合していません。 
 本市は継続して人口増加傾向にあり、将来的な給⾷対応を検討する上では調

理能⼒ならびに施設規模の拡充を検討する必要があります。 
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第２章 学校施設等の⽼朽化状況の把握 
学校施設等の⽼朽化状況を把握するため、以下に⽰す「構造躯体の健全性調査」と「構造躯体以外の劣

化状況調査」を⾏いました。 
 

◯構造躯体の健全性調査 
建物からコンクリートの一部を採取し、コンクリート強度と中性化の進⾏を分析することで構造躯体の状態を

把握します。 
 

◯構造躯体以外の劣化状況調査 
現地目視調査と管理者へのヒアリングを⾏い、建物の劣化状況を把握します。 
 
 
 
 
 
 
 

１．構造躯体の健全性調査 
（１）調査対象施設 

市内学校施設等のうち、校舎と屋内運動場、または学校給⾷センター本館の建築年度が 30 年以上経
過している以下３施設・７棟を対象に、躯体の健全性把握調査として圧縮強度と中性化試験を実施しま
した。本調査では各棟１か所ずつ（学校給⾷センターのみ、本館５棟にて３か所）コンクリート採取を⾏い、
躯体の健全性調査を⾏いました。 

施設名 建物名 棟番号 構造 階数 
延床⾯積 
（㎡） 

建築年度 築年数 

伊良波⼩学校 
校舎 １ RC ２ 3,710 S61 34 

屋内運動場 ２ RC ２ 1,331 S61 34 
校舎 ７ RC ２ 1,546 S61 34 

伊良波中学校 
校舎 １ RC ３ 3,461 S61 34 

屋内運動場 ２ RC ２ 1,509 S61 34 
校舎 ５ RC ３ 2,744 S61 34 

学校給⾷センター 本館 ５ RC ２ 1,799 S60 35 
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（２）評価基準 
■圧縮強度 

採取したコアを圧縮破壊試験によりコンクリート強度を測定し、13.5N/㎟以上であれば⻑寿命化、
13.5N/㎟未満であれば改築として判定します。 

※⻑寿命化と改築の判定は躯体の詳細な調査に加えて経済性や教育機能上などの観点から総合的に
判断します。 

 
■コンクリートの中性化 

採取したコアから中性化深さを測定します。中性化深さは「著しく深い」「深い」「普通〜浅い」の３区分で
評価します。 

 
中性化の深さの評価基準 

著しく深い 30 ㎜以上 
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐⼒壁、柱⼜ははりで
30 ㎜以上と規定（建築基準法施⾏令第 79 条）されているた
め、中性化深さが 30 ㎜以上のもの。 

深い 20〜30 ㎜ 
⼿って⾦の腐⾷開始時期が中性化残り 10 ㎜以下（コンクリート
標準⽰⽅書［設計編︓標準］）とされているため、中性化深さ
20 ㎜以上のもの。 

普通〜浅い 20 ㎜未満 上記以下のもの。 
 
 

中性化の意味 

中性化 

アルカリ性であるコンクリートが大気中の⼆酸化炭素によって中性に近づく現象です。
中性化が進⾏し、コンクリート内部の鉄筋位置まで達すると鉄筋の腐⾷が進⾏し、コ
ンクリートの剥離・剥落が起きやすくなります。 
 
 
 
 
 
 

中性化深さの
進⾏速度 

中性化の進⾏速度は理論式と⽐較し考察します。理論式は浜⽥式（C=A×√t）
を使⽤します。（C=進⾏速度、係数 A=3.72、t=年数） 
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（３）調査結果 
■圧縮強度試験 

全ての対象施設の圧縮強度が 13.5N/㎟以上あることから、「⻑寿命化」に適している施設であると判定
します。 

 
■中性化試験 

伊良波⼩学校の屋内運動場を除く施設は、理論値に満たない結果となっています。 
理論値とほぼ同等ながらも、中性化が進んでいる伊良波⼩学校の屋内運動場については、コンクリートの

再アルカリ性や不良部材の交換等により躯体の健全化を検討する必要があります。 
 

施設名称 建物名称 
棟
番
号 

構
造 

階
数 

延床⾯積 
（㎡） 

建築
年度 

築
年
数 

耐
震
基
準 

調査
年度 

圧縮 
強度 

（N/㎟）

中性化 

測定値 
（mm） 

 
理論値 

（mm） 

伊良波⼩学校 

校舎 １ RC ２ 3,710 S61 34 新 2020 33.7 14.0 < 21.4 

屋内運動場 ２ RC ２ 1,331 S61 34 新 2020 38.5 23.0 > 22.9 

校舎 ７ RC ２ 1,546 S61 34 新 2020 43.9 0.0 < 21.7 

伊良波中学校 
校舎 １ RC ３ 3,461 S61 34 新 2020 45.6 5.0 < 22.6 

屋内運動場 ２ RC ２ 1,509 S61 34 新 2020 35.5 7.0 < 21.7 
校舎 ５ RC ３ 2,744 S61 34 新 2020 33.8 13.0 < 22.6 

学校給⾷ 
センター 

学校給⾷ 
センター 

５ RC ２ 1,799 S60 35 新 2020 38.3 11.3 < 22.3 

 
 

 
 

  

図表︓調査結果⼀覧 
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（４）⻑寿命化の判定フロー 
学校施設等の⻑寿命化判定は「学校施設等の⻑寿命化計画策定に係る解説書」に⽰された以下のフ

ローに沿って⾏います。建物の耐震基準が新耐震基準であれば「⻑寿命化」として判定し、旧耐震基準であ
れば、コンクリートのコア抜き試験より躯体の健全性を判定します。 

なお、本調査においては、耐久設計基準強度が導入された 1997（平成９）年以前に建設された、標
準的な耐久性を有する学校施設等のうち、調査時点で建築年度が 30 年以上経過している施設を対象と
し、専門家による現地調査や材料試験等により確認しました。 

建物の実施⽅針については、躯体の詳細な調査に加え、経済性や教育機能上などの観点から総合的に
「⻑寿命化」もしくは「改築」と判断します。詳細な調査を⾏っていない建物については、今後躯体の状態を
詳しく調査する必要があることから、「要調査」として判定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓「学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 ⽉）」 
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２．躯体以外の劣化状況調査 
（１）調査の概要 

⻑寿命化の実施計画のため調査項目等を設定し、
施設管理者へのヒアリング調査及び現地調査を⾏い、
施設の棟別に評価や課題の洗い出しを⾏いました。施
設の劣化状況については以下の６つの場所別にそれぞ
れの項目について、４段階で評価しました。調査⽅法に
ついては、基本的に目視及び打診棒を使⽤した触診、
高所は双眼鏡による目視としました。 

 
調査日程︓令和２年 10 ⽉ 12 日〜23 日 
調査対象︓本計画対象施設のうち、建築年度が 5 年未満の施設（上⽥こども園、上⽥⼩学校）及び改

築予定施設（豊⾒城中学校）を除く 10 施設。ただし、単独で建っている延床⾯積 200 ㎡
未満の倉庫は調査対象外。 
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（２）健全度の算定 
健全度は、施設の劣化状況（外構を除く）を総合的に評価する指標です。「学校施設の⻑寿命化計

画策定に係る解説書（平成 29 年 3 ⽉）」を参考に、各部位の評価を「部位のコスト配分表」を⽤いて加
重平均により 100 点満点で算定します。なお。部位のコスト配分は、⽂部科学省の「⻑寿命化改良事業」
の校舎の改修⽐率算定表を参考に設定しています。 

 

 

 
 

（３）調査結果による今後の対応検討 
本調査結果による今後の対応内容について、前述（１）の 4 段階評価の項目に基づき、以下の通り検

討しました。 
 

評価 状態 対応内容 
A 概ね良好 経過観察 
B 部分的に劣化 経過観察のうえ、適宜修繕対応 
C 広範囲に劣化 ⻑寿命化事業に伴い、計画的な修繕対応 
D 早急に対応する必要がある 早急に対応する 
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３．躯体以外の劣化状況調査 調査結果 
（１）ヒアリング調査結果 

各校の施設管理者を対象に、学校施設等⽼朽化等に関するヒアリング調査を実施しました。 
なお、下記凡例のとおり、ヒアリング調査にて確認できた学校施設等の状態に関して区分を⾏いました。 
 
■凡例 

状態 内容 
大規模改造
事業等 施設の⻑寿命化を図るための整備事項、大規模改造事業等で対応するべきもの。 

修繕 施設運営に伴い軽微または不測の事態、緊急性を伴う事項、施設維持管理業務の通
常業務で対応するべきもの。 

要望 学校運営に伴う改善要望やその他要望事項、検証及び検討を⾏い対応するべきもの。 

修繕済 ⻑寿命化計画策定年度にて、既に対応した事項 

 
図表．ヒアリング調査結果 

学校名 状態 ヒアリング調査結果 
上⽥こども園 大規模改造等  湿気による壁のシミあり。 

 １階⻄側の園児トイレにて、つまりがある。 
 玄関出入口サッシにて、鍵の不良 

要望  園庭⻄側のフェンスが低い。 
 雨天時、玄関から外廊下側の靴箱が濡れる。玄関に全員の靴箱

を設置して欲しい。 
修繕済  雨天時、外廊下側の排⽔パイプから多量の雨⽔があふれ出て玄関

側へ⽔が流れる。⽔止め処置をしているが、台風や大雨時は⼟嚢と
ブルーシートで毎回抑えている。 

上⽥⼩学校 区分無し  令和元年度に校舎改築完了した直後であるため、施設の状態は
良好であると判断し、ヒアリング調査の実施なし。 

⻑嶺⼩学校 大規模改造等  ４年生、６年生の廊下において、大雨時に雨漏りがある。修理しな
がら対応している。 

 トイレの⾃動⽔洗が壊れたことがあり、床あばれがある。 
 エレベーターのバッテリーに劣化あり。交換時期と思われる。 
 空調の効きが悪い。（PTA 室・職員室） 
 ドアやサッシはクレセント破損など全体的に劣化あり。その都度修繕

している。 
 防球ネットが劣化し、上げ下げが負担になっている。 

修繕  トイレは、年間を通してつまりや⽔漏れが多数。また、圧縮ポンプの
異⾳が稀にある。 

 体育館の放送が一時的に聞こえなくなる。現在は問題ない。 
 消火栓は外付けになり錆がひどい。誤作動があり、２年前に付近か

らクレームがあった。 
要望  スプリンクラーはあるが、運動場⻄側の近隣住⺠に砂ほこり被害あ

り。防塵ネット破損。 
 樹木が多く、職員・PTA で対応しきれない。枯れ木もあり、電線への

影響が⼼配。 
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 施設の劣化に対して校内で対応したのは山々だが、人員不⾜。週
に１・２日、管理補助や巡回にて半日等、施設対応専任で施設
課より派遣していただけないか。 

修繕済  防犯カメラが１台ぼやけている。 
座安⼩学校 大規模改造等  各階に給⾷準備室（コンテナ置き）が必要。 

修繕  １階⼥⼦トイレでにおいあり。４階プール側の男⼦トイレで⽔道蛇
口からの⽔漏れあり。 

 ６年３組、空調の効きが悪い。 
 ドア・サッシ、鍵の施錠不良やレバー破損あり。門扉の支えが歪み、

開閉時に異⾳。 
 雨天時、防犯カメラの画⾯がくもる。 
 わかば２組において、クラス増のため⼿洗い場の設置に対応できて

いない。 
要望  プールの周辺や擁壁において、草が生い茂っている。コンクリート擁壁

への変更やコンクリートで覆う等、草が生えない対策が必要。 
 木の枝の管理が難しい。電線に引っかかってしまう。 
 強風時など、砂ほこりが舞う。 
 三密を防げる教室の広さが欲しい。 
 教育相談室（不登校、登校渋りの児童が直接来られる教室）が

必要。 
豊⾒城⼩学校 大規模改造等  運動場の下地が露出するため、⼟の追加を⾏っている。 

修繕  １年生トイレの流れ不良。 
 ２年なかよし教室のドア・サッシが不調。 
 防犯カメラが少ない。 

伊良波⼩学校 大規模改造等  大雨が降ると雨漏りがある。 
 校舎・体育館において、パイプ類の劣化がある。 
 校舎全体トイレのにおいがきつい。また、ゴキブリが頻繁に出る。 
 校舎２階に設置されている鉄製の柵が錆びついており危険。 
 運動場周りのフェンスが破損している。 
 校舎・運動場間の通路が凸凹のため、児童が転んで怪我をすること

がある。幸い、現時点では擦り傷程度で済んでいるが、大きな事故
につながりかねない。 

 体育館南側通路において、敷地の傾斜により穴が空いている。 
修繕  雨が降るとブレーカーが落ちることがある。（特に４年２組・３組が

多い） 
 児童玄関の２か所において、ドアの開閉不良 

要望  職員⽤⼥⼦トイレの洋式化をお願いしたい。 
 敷地内の排⽔溝につまりあり（⼟で埋まる）。何度か⼟の除去を

⾏っているが、⼟地⾃体が傾斜しているため、根本的な解決に至っ
ていない。 

 校舎屋上の時計（運動場側）時間の調整が容易でない。 
とよみ⼩学校 大規模改造等  体育館（舞台に向かい左奥側）において、大雨時に屋根より雨

漏りがある。 
 フェンスの劣化あり。 
 校舎ひび割れあり。 

要望  樹木の対応改善が必要。 
 グラウンドの砂ほこり改善が必要。 
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豊崎⼩学校 修繕  ４年２組ベランダ側後⽅の窓ガラス開閉に違和感あり。 
要望  運動場の防球ネットが下がりきらない。台風対策の際、破損する可

能性がある。 
修繕済  ネットの修理は令和２年度に対応済み。 

ゆたか⼩学校 大規模改造等  雨天後、運動場に溝ができる。 
 校舎内にひび割れがある。 

修繕  雨漏り箇所は特定できていないが、台風後にあり得ないところに⽔た
まりができていた。 

 給⾷受け室前のゴムバンパー劣化あり。 
要望  体育館側の門がずれている。強度が弱い。 

 通学路の草がかなり⻑く伸びる。度々草刈りを⾏うが、学校の業務
負担となっている。 

 雨天後の通学路が⽔浸しになり危険。こども園側の壁から道路に
排⽔される。 

 草が生えるスペースあり。活⽤しようのない場所なため、コンクリートに
していただきたい。 

 施設を直す学校営繕のように、草木などの伐採をする営繕を⾏って
いただきたい。（高い位置のブロック塀の草刈りや木々の伐採） 

修繕済  エレベーターは、待っている階でなく一度別の階に⾏ってから来る。ド
アがすぐに閉まる。 

 体育館入口付近にて、接着剤が溶け出す現象あり。学校・保護者
で対応しているが、根本的な解決・改善が必要。４年間⾔い続け
ている。 

豊⾒城中学校 区分無し  校舎更新中のため、ヒアリング調査の実施なし。 
⻑嶺中学校 修繕  北側２回トイレの流しセンサー故障あり。 

 １年３組、２年３組、特別支援学級において、クーラーの効きが
悪い。 

 １階⼥⼦トイレ、換気扇の⾳が大きい。 
 校舎２階の教室２か所において、出入口の扉開閉不良。 
 武道場の出入口鍵が⽼朽化しており、開閉不良。 
 運動場のスプリンクラー、１基故障あり。近隣住⺠への配慮として、

砂ほこり等への対応が必要。点検・改善を願う。（学校施設課と
連携し、対応中） 

要望  敷地内北側において、近隣私有地から大樹木が校内に侵入してい
る。 

修繕済  校舎⻄側の２〜４階、壁に雨漏りの症状あり。 
 防球ネットの破損あり。 
 火災警報器の誤作動が今年４⽉から３回発生。消防隊員から感

知器の点検を早急に対応するよう依頼あり。 
 (報告)毎⽉、安全点検を⾏い、危険箇所等の修繕を⾏っている。 

伊良波中学校 大規模改造等  大雨が降ると雨漏りがある。 
 校舎・体育館において、パイプ類の劣化がある。 
 校舎全体トイレのにおいがきつい。 
 運動場周りのフェンスが破損している。 

学校給⾷ 
センター 

修繕  内部階段にて、雨漏り跡あり。また、１階天井にて以前に天井裏
配管から雨漏りあり。 
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（２）劣化状況調査結果 
過去５年以内に改築を⾏った上⽥こども園、上⽥⼩学校、豊⾒城中学校を除き、市内学校施設等 10

施設において、劣化状況調査を⾏いました。 
各施設において、主に評価「D」と判定された箇所に関して、その状況を写真にて紹介します。 
 

① ⻑嶺⼩学校 
 校舎（24 棟）は外壁のクラックや床材の劣化などで C 判定となっています。 
 校舎（25 棟）は屋上の配管劣化や外壁のクラック、内装壁のクラック、プールサイドの劣化などで C 判

定となり、健全度が 49 点となっています。 
 校舎（26 棟）は外壁のクラックや壁・床材の劣化・破損などで C 判定となっています。 
 屋外トイレ（28 棟）は内装仕上げ材の劣化などで C 判定となっています。 
 外構はフェンスや防球ネットのワイヤー破損、舗装路における劣化などで C 判定となっています。 

 
② 座安⼩学校 
 校舎（22 棟）は外壁仕上げ材の劣化や機械設備の劣化などで C 判定となり、健全度が 49 点とな

っています。 
 屋内運動場（19 棟）は屋上ドレーンのつまりや外壁・軒天のクラック、内装における壁や床の劣化など

で C 判定となり、健全度が 49 点となっています。 
 プール（18 棟）は外壁・軒天のクラック、内装における壁や床の劣化、プール本体の劣化などで C 判

定となり、健全度が 49 点となっています。 
 外構は擁壁の劣化や外壁のクラック、樹木被害などで C 判定となっています。 

 
③ 豊⾒城⼩学校 
 16 棟（校舎）は屋上防⽔の劣化や外壁・軒天のクラック、内装壁のクラックなどで C 判定となっていま

す。 
 17 棟（校舎）は外壁の塗装剥がれや内壁天井の劣化などで C 判定となり、健全度が 43 点となって

います。 
 19 棟（校舎）は多目的トイレの有無やトイレ周辺の⼿摺の有無で C 判定となっていますが、その他の

項目は A または B 判定となっています。 
 屋内運動場（18 棟）は外壁・軒天のクラックや内装壁のクラック、仕上げ材の劣化などで C 判定とな

っています。 
 プール（12 棟）は外壁のクラックや仕上げ材の剥がれ、内装壁や床のクラックなどで C 判定となってい

ます。 
 外構は樹木倒れや⼟の痩せでＣ判定となっています。 
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④ 伊良波⼩学校 
 校舎（１棟）は屋上の電気設備に劣化・破損が⾒られ、Ｄ判定となっています。健全度は 39 点です。 
 外構において、舗装路の劣化や側溝の詰まりが⾒られ、Ｃ判定となっています。 
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⑤ とよみ⼩学校 
 校舎（１棟）は外壁のクラックや内装壁のクラックなどで C 判定となり、健全度が 49 点となっています。 
 校舎（６棟）は内装壁のクラックや床材の劣化などで C 判定となっています。 
 屋内運動場（２棟）は内装壁のクラックや仕上げ材の劣化などで C 判定となっています。 
 屋外トイレ・倉庫（３棟）は電気設備の劣化やトイレのつまりで C 判定となっています。 
 プール（５棟）は外壁のクラックや内装壁のクラックなどで C 判定となり、健全度が 49 点となっています。 
 外構において、フェンスの劣化・破損が⾒られ、D 判定となっています。 
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⑥ 豊崎⼩学校 
 校舎（１棟）は内装壁のクラックで C 判定となっています。 
 校舎（２棟）は内装壁のクラックでＣ判定となっています。 
 屋内運動場（３棟）は外壁の塗装剥がれや電気設備の劣化でＣ判定となり、健全度が 49 点となっ

ています。 
 プール（４棟）は外階段の躯体不良や機械設備の劣化でＣ判定となっています。 
 屋外トイレ・倉庫（５棟）は外壁の塗装剥がれでＣ判定となっています。 
 外構はすべての項目において、A または B 判定となっています。 
 
⑦ ゆたか⼩学校 
 校舎（１棟）は軒天のクラックや外壁の塗装剥がれなどで C 判定となり、健全度が 50 点となっていま

す。 
 校舎（２棟）は多目的トイレの有無やトイレ周辺の⼿摺の有無でＣ判定となっていますが、その他の

項目はＡまたはＢ判定となっています。 
 校舎（３棟）は外壁のクラックや外壁の塗装剥がれなどでＣ判定となっています。 
 屋内運動場（４棟）は外壁の塗装剥がれや内装壁のクラックなどでＣ判定となり、健全度が 50 点と

なっています。 
 屋外トイレ（５棟）はすべての項目において、ＡまたはＢ判定となっています。 
 外構は舗装路の劣化や擁壁からの排⽔による⽔たまりなどでＣ判定となっています。 
 
⑧ ⻑嶺中学校 
 校舎（19 棟）は軒天のクラックや内装壁のクラック、内装仕上げ材の劣化・破損などでＣ判定となり、

健全度が 44 点となっています。 
 屋内運動場（20 棟）は屋根材の劣化や内装仕上げ材の劣化などでＣ判定となり、健全度が 44 点

となっています。 
 屋外トイレ（21 棟）は多目的トイレの有無でＣ判定となっています。 
 武道場（22 棟）は軒天のクラックや内装仕上げ材の劣化などでＣ判定となっています。 
 外構は擁壁の劣化や⼟の痩せなどでＣ判定となっています。 
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⑨ 伊良波中学校 
 校舎（１棟）は外壁のクラックや内装仕上げ材の劣化などでＣ判定となっています。 
 校舎（５棟）は配管や電気設備の劣化、床材の劣化などでＣ判定となり、健全度が 43 点となってい

ます。 
 屋内運動場（２棟）は外壁の爆裂や床のクラックなどでＣ判定となっています。 
 屋外トイレ（３棟）はクレセントの劣化や内装仕上げ材の劣化などでＣ判定となっています。 
 武道場（４棟）は内装天井の雨漏りなどでＣ判定となっています。 
 プール（７棟）は外壁のクラックや床材の劣化などでＣ判定となっています。 
 外構において、フェンスの劣化・破損が⾒られ、Ｄ判定となっています。 
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⑩ 学校給⾷センター 
 本館（５棟）において、扉の劣化・破損が⾒られ、Ｄ判定となっています。健全度は 29 点です。 
 受⽔槽において、庇に爆裂があり、Ｄ判定となっています。 
 合併処理施設は屋根材の破損や外壁のクラックなどでＣ判定となっています。 
 外構は擁壁の劣化や舗装路の劣化などでＣ判定となっています。 
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４．学校施設等の老朽化状況の把握（第２章まとめ） 
（１）躯体の健全性 

 コンクリート強度 
 全体的に健全です。建設後 30 年以上経過している建物でも高い強度を保持していることから、強度

低下について経過年数の影響は⼩さいと考えられます。 
 

 中性化深さ 
 調査を実施した棟については、１棟をのぞき、理論値に満たない中性化深さとなっています。外壁改修

により計画的な保全を⾏えば中性化の進⾏を抑制することができます。 
 

 判定結果 
 市内 65 棟の建物は、すべて耐震基準を満たしているため、「⻑寿命」として判定します。ただし、本調

査対象施設のうち、築年数が 30 年以上経過している建物は 15 棟あり、そのうち７棟においてコア抜
き調査を⾏った結果、十分なコンクリート強度があったことから、同様に「⻑寿命化」として判定します。 

 また、本調査対象外の８棟は、上記の通り、「⻑寿命」として判定していますが、他の学校施設等と⽐
較すると早期に⽼朽化の恐れがあることから、今後躯体の状態について確認または詳しく調査する必
要があります。 

 
（２）躯体以外の劣化状況 

 目視調査 
 全体的に「外壁」、「内部仕上」にＣ・Ｄの評価が多くなっています。 
 とよみ⼩学校及び伊良波中学校では、外構におけるＤ判定が確認されました。 
 伊良波⼩学校において、屋上の電気設備にてＤ判定が確認されました。 

 
 ヒアリング調査 
 雨漏りが発生している学校があります。 
 トイレの洋式化を求める意⾒があります。また、排⽔不良や悪臭についての指摘があります。 
 外構における草木の繁茂に対する意⾒があり、職員や PTA への負担が指摘されています。 
 扉の開閉不良、鍵の破損、サッシの劣化による窓の開閉不良があります。 
 防球ネットの破損に関して、複数の指摘があります。 
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図表．劣化状況調査結果⼀覧 
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第３章 学校施設等の目指すべき姿 
上位関連計画や学校施設等の現状と課題、学校施設等の⽼朽化状況などを踏まえ、学校施設等の目指

すべき姿を以下に設定します。 
 

① 安全・安⼼が確保された教育環境の確保 
⽼朽化が進む施設において、内外壁等の落下防止や雨漏り、設備配管等の⽼朽化対策を推進し、

⼦どもたちが安⼼して学べる環境を確保します。災害時には地域の防災拠点としての役割を担っていること
から、災害時に備えた防災機能の強化を⾏います。 

 
② 学校施設等の快適性向上 

学校施設等において、その機能や性能を現在の学校に求められる⽔準まで引き上げ、定期的な点検
などを⾏い、安全・安⼼な施設環境を確保します。施設整備にあたっては、⻑寿命化によりライフサイクルコ
スト（以下、「LCC」という。）を縮減し、持続可能な学校施設等を目指します。また、将来の人口動向
に応じた、学校施設等の適正配置を⾏っていきます。なお、今後の学校施設等の建替えや新築にあたって
は、⺠間活⼒の導入も踏まえた検討を⾏います。 

ユニバーサルデザインに配慮し、トイレの洋式化やバリアフリー化を推進し、地域の⽅々も含め学校施設
等を利⽤する全ての人が利⽤しやすい環境づくりを目指します。 

 
③ 学習環境の質的向上 

時代の変化に応じて、求められる学習環境は多様化しています。学校施設等においては、「豊⾒城市
デジタルファースト宣⾔（令和２年２⽉）」や GIGA スクール構想のもと、ICT 環境整備とその運⽤に関
する取組みを進めています。引き続き学校施設等における ICT 強化を図り、より充実した学習環境の整
備を⾏います。 

 
④ 環境に配慮した学校施設等 

今後の学校施設等においては、「豊⾒城市地域新エネルギービジョン（平成 21 年２⽉）」の検討成
果に基づき、太陽光発電パネルの導入を進める等、新エネルギーの活⽤に努め、環境に配慮した施設整
備を⾏います。 

 
⑤ 地域コミュニティの拠点となる学校施設等 

学校の新設や建替えの際には、地域と学校との連携を推進するため、地域連携室の整備に努めます。 
また、学校施設等を活⽤し、学習やスポーツ、⽂化活動、交流活動など多様な体験や交流機会を提

供する拠点となることを目指します。 
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第４章 学校施設等整備の基本的な⽅針と施設整備⽔準 
１．学校施設等整備及び長寿命化等の基本的な方針 
（１）学校施設等整備の基本的な⽅針 

① 安全・安⼼で利⽤しやすい学校施設等の整備 
築年数や劣化状況等を総合的に勘案したうえで学校施設等に優先順位を付け、目標とする期間まで使

⽤できるよう適切な維持管理を⾏い、建物の健全性や機能回復のための改修、修繕等を計画的に進めま
す。また、災害時の避難拠点として利⽤できるように、災害対策の整備を図ります。 

 
② 快適な学校施設等に向けた整備 

上記のように計画的な改修や修繕等を⾏うにあたり、損傷が軽微な早期段階から予防的な修繕等を実
施することで、機能・性能の保持・回復を図る「事前保全」を⾏います。これにより、学校施設等の⻑寿命化
の推進を図り、LCC を縮減することで、持続可能な学校施設等の整備を図ります。また、園児・児童・生徒
をはじめ施設利⽤者が安全・安⼼に利⽤できるユニバーサルデザインを取り入れた施設の整備を図ります。 

なお、今後の学校施設等の整備においては、将来の人口動向等を踏まえた適切な施設配置を⾏い、ま
た、学校施設等の建替えや新築の際には、⺠間活⼒の導入を踏まえて検討します。 

 
③ 充実した学習環境の整備 

豊⾒城市デジタルファースト宣⾔や GIGA スクール構想を踏まえ、電⼦⿊板やパソコン、LAN 整備等の教
育設備の充実に努め、ICT 強化に向けた学習環境の整備に取組みます。 

 
④ 環境に配慮した学校施設等の整備 

豊⾒城市地域新エネルギービジョンの内容に基づき、学校施設等における太陽光発電パネルの導入等を
推進し、新エネルギーの活⽤を図る環境に配慮した学校施設等の整備を検討します。 

 
⑤ 地域拠点としての学校施設等の整備 

地域の交流の拠点、地域コミュニティの拠点として、生涯学習スポーツ利⽤のための屋内運動場や運動場
整備、生涯学習の場として地域連携室の整備に取組みます。 

 
（２）⻑寿命化及び予防保全の⽅針 

⻑寿命化とは、施設をなるべく⻑く使い続けるため、必要な整備を適切に⾏うことです。本計画では「⻑寿
命化改良」「大規模改造」「予防改修」「定期更新」「応急修繕」（以下、「改修等」という。）といった⻑寿
命化⼿法により、建物の目標使⽤期間に応じて適切に改修周期を構築し、持続可能な財政運営を進めな
がら学校施設等の⻑寿命化を図っていきます。 

また、本市の著しい財政状況を踏まえ、中⻑期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減や予算の平
準化を実現するため、⻑寿命化⼿法については費⽤対効果など経済的な⽐較検討を⾏い、施設の更新を
含めて優位となる⼿法を選択します。 
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（３）学校施設等の目標使⽤期間の設定 
① 目標使⽤期間の設定⽅法 

日本建築学会の「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5（2015）」及び「建築物の耐久計画に関す
る考え⽅（1988）」を参考に、躯体コンクリートの耐⽤年数を 50 年程度から 80 年程度の範囲内で２つ
に区分しました。 

なお、標準的な躯体コンクリートであっても、適切に維持管理を⾏えば最⻑で 100 年持ち堪え、近年建
設された学校施設等のように、高い強度のコンクリートを使⽤しているものは大規模補修が不要で 100 年程
度の使⽤が期待できるとされています。 

 
■構造躯体の耐⽤年数 

構造躯体の耐⽤年数について、『建築物の耐久計画に関する考え⽅』（社団法人日本建築学会）で
は、以下のとおり⽤途に応じて構造別に目標耐⽤年数を設定しています。 
【建築物全体の望ましい目標耐⽤年数の級】 

構造種別 
 

⽤途 

鉄筋コンクリート造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 
ブロック造 
れんが造 

木造 
重量鉄骨 

軽量鉄骨 高品質 
の場合 

普通の品質
の場合 

高品質 
の場合 

普通の品質
の場合 

学校・官庁 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y60 以上 

住宅・事務所・病院 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 
店舗・旅館・ホテル Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 Y40 以上 

工場 Y40 以上 Y25 以上 Y40 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 
 

【目標耐⽤年数の級の区分の例】 

級 
目標耐⽤年数 

代表値 範囲 下限値 
Y150 150 年 120〜200 年 120 年 
Y100 100 年 80〜100 年 80 年 

Y60 60 年 50〜80 年 50 年 

Y40 40 年 30〜50 年 30 年 
Y25 25 年 20〜30 年 20 年 

 
② 学校施設等の目標使⽤期間 

各学校施設等の目標使⽤期間は上記の資料等を参考に 80 年程度と設定します。ただし、学校給⾷セ
ンターは設備・調理機器の更新や施設の⽼朽化状況、さらに市内児童・生徒数の増加傾向を勘案し、45
年程度を目標使⽤年数と設定します。 

区分 目標使⽤期間 
学校施設等 80 年程度 

学校給⾷センター 45 年程度 
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（４）学校施設等の改築及び改修等の⼿法と改修周期の設定 
設定した目標使⽤期間まで施設を使⽤するためには、必要な改築及び改修等の周期を設定し、定期的

に改修等を⾏う必要があります。学校施設等の改修周期については、建物の耐震性や躯体の健全性・躯
体以外の劣化状況、外壁塗装・屋上防⽔・建築設備等の更新サイクルなどを踏まえ、以下のとおりとします。 

①応急修繕 
・学校施設等の危険箇所の応急修繕を⾏います。 
・劣化状況評価で「D」となった児童や生徒に危険を及ぼしかねない箇所を中⼼に、
計画策定後、応急的な修繕を実施します。 

②定期更新 

・特定の建築設備等について、機能回復を図るために不具合が生じる前に交換しま
す。定期更新の周期は、公益社団法人ロングライフビル推進協会発⾏の「建築物
の LC 評価⽤データ集」等を参考に対象物の耐⽤年数に応じて個別に定めます。 

【表 対象となる主な建築設備等の更新周期】 
対象となる主な建築設備等 更新周期 

昇降機、機械ポンプ 30 年程度毎 
受変電設備 25 年程度毎 
空調機器 15 年程度毎 

給⾷設備、大型給⾷備品 15 年程度毎 
 

③予防改修 
（⻑寿命化改良）

・建物の⻑寿命化を図るための予防的な外部改修工事及びその他、⽔道、電気、
ガス管等のライフラインの更新・改修を実施します。 

・改修時期は建築後 20 年以上経過した時点⼜は⑤⻑寿命化後 20 年以上経過
した時点 

④大規模改造 
（質的整備） 

・上記に加え、社会的ニーズを踏まえ機能向上（エレベーターの設置や ICT 教育、
トイレ等衛生環境の改善等）を⾏う整備です。 

・改修時期は建築後概ね 40 年とします。 
想定する整備内容 
・トイレ改修（洋式化） 
・法令に準ずる改修 
・少人数学級に対応するための改修 
・バリアフリー化（エレベーターの設置） 

⑤⻑寿命化 
（⻑寿命化改良）

・建物の耐久性を高めるために、屋上防⽔や外壁・内装などを一体的かつ大規模に
改修するとともに、社会的ニーズを踏まえ機能向上を⾏う整備です。 

・改修時期は建築後概ね 40 年以上経過した時点とし、その後 30 年以上使⽤す
るものとします。 

⑥改築 

・⽼朽化による構造上危険な状態や教育上著しく不適当な状態にある既存の施設
を取り壊し、新しい施設へ建替える整備です。 

・改築の更新周期は、原則として建物の耐震性や躯体の健全性・躯体以外の劣化
状況等により 50 年程度から 80 年程度の間で定めます。 

※改築を実施する場合は別途耐⼒度調査を実施し、調査結果をもとに総合的に判断する。 
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２．改築及び改修等の整備水準 
学校施設等の改修等の整備内容は、⽂部科学省など国の交付⾦対象事業の内容に準じた整備、定期

的な更新が必要な整備及び備品の交換、その他本市の関連計画等に定めのある事項について予算の範囲
内で⾏うとともに、定期点検等の結果に基づき法令への適合化を図ります。 

整備⽔準は、躯体及び躯体以外の各部材や各施設が、次の改修時まで使⽤上の支障を生じさせない程
度の性能を有することを目安とし、費⽤対効果を考慮したうえでなるべく改修時点における標準的な仕様や工
法により整備します。また、学校間で教育環境に差が生じないよう、できるだけ整備⽔準の統一を図ります。 

 
■改修・改造事業の具体例（園舎・校舎・屋内運動場など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※各事業は施設の状態に合わせて実施時期を検討しながら⾏う。 
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■新増築・改築事業の具体例（学校給⾷センター） 

 
※附帯施設は、原則として当該施設の新・増改築と併せて整備する場合に対象とする。 
※附帯施設のうち、厨茶処理機及び⾃家発電は、当該品目を現有しない施設において、原則として当該

施設の新・増改築と併せて新規に整備を図る場合に対象とする。 
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３．維持管理の項目・手法等 
予防保全を実施していくためには、故障や不具合の兆候を早期に発⾒して処置していくことが重要です。その

ため、施設管理者による日常点検の実施のほか、各種定期点検を適切に実施するなど学校施設等の状態を
把握し、計画的な修繕を実施していく必要があります。 

日常点検により確認された⽐較的⼩規模な不具合等については、児童生徒の安全確保の観点から学校
運営に支障の無いように修繕します。⽐較的大規模な不具合や機器類の修繕については、下表の調査・点検
の実施及びその結果を踏まえて検討します。予防保全の⽅針に従い、原則として、施設の築年数に応じて予
防改修や大規模改造等を⾏うものとしますが、緊急性の高い不具合については、その都度必要に応じて応急
修繕を実施します。 

 
【表 主な点検・調査内容と時期】 

調査・点検 主な調査・点検内容（本計画の実態調査項目に基づく） 調査・点検の時期 

法
定
点
検 

建築基準法点検 
（建築物） 

敷地及び地盤/建築物の外部/屋上及び屋根/建物の内部/避
難施設/他 

３年毎 

（建築設備） 排煙設備/非常⽤の照明設備/防火設備 １年毎 

（昇降機） 昇降機 １年毎 

消防法点検 
（消防設備） 

消火設備/警報設備/避難設備/消防⽤⽔/消火活動上必要
な施設/他 

６か⽉毎（機器点検） 
１年毎（総合点検） 

電気事業法点検 
（電気設備） 

受配電設備/蓄電設備/太陽光発電/電気設備/照明設備/
設備収納盤/受変電設備/他 

１年毎 

上
記
以
外 

非構造部材の耐震
状況調査 

学校施設等の非構造部材について、さびやひび割れなどの劣化
状況や部材の取り付け工法など 

１年毎 

劣化状況調査 屋上・屋根/内装/外壁/機械設備/電気設備/外構 概ね５年毎 

アンケート調査 施設管理者アンケート 概ね５年毎 

根拠法令等 建築基準法（建築物・昇降機）、消防法（消防設備）、電気事業法（電気設備） 
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第５章 ⻑寿命化の実施計画 
１．改築及び改修等の優先順位付け 

⻑寿命化の実施計画において、改築及び改修等は建築年を基本として、目標使⽤期間まで安全に使⽤で
きるように改修周期に合わせて定期的に実施していきます。事業を実施する学校の優先順位は建築年の古い
ものを優先としたうえで、現地目視調査の結果である健全度の低いものを総合的に判断して決めます。築年数
が異なる棟でも、躯体の健全性や各棟の配置等を勘案して別棟と合わせて改築及び改修等を実施する事が
効率的であると判断した場合は、実施時期を合わせます。 

また、現地目視調査において「D」判定となっている箇所がある場合は、施設の状態を考慮して概ね５年以
内を目途に応急修繕を実施していきます。 

そのうえで、財政への負担が一時的に集中しないよう、施設の健全度を考慮して優先順位付けを⾏い、各
事業の実施時期等を調整し、年次計画を策定し、LCC を試算します。 

 
■優先順位の考え⽅ 

 
 

２．長寿命化のコスト見通しと効果 
学校施設等の⻑寿命化を⾏った場合の効果を検証することを目的に、LCC を試算することでコストの⾒通し

を明らかにします。⻑寿命化の実施計画の策定にあたり、学校施設等の目標使⽤期間（構造躯体の耐⽤年
数）を 80 年とし、４つの主要な事業を組み合わせた事業周期を設定します。改築時期は建築年の古い建物
の時期に合わせて効率的に建替えを⾏うこととします。 

 
（１）改修周期 

⻑寿命化の実施計画では、前章を踏まえた「改築」「⻑寿命化」「大規模改造」および「予防改修」の４
つの主要な事業を組み合わせて実施していきます。 

事業名 実施周期 
予防改修 20 年 
大規模改造（質的整備） 40 年および 60 年 
⻑寿命化 40 年 
改築 45 年または 80 年 

 
また、上記事業と並⾏し、学校施設等の計画的な維持管理を⾏うため、10 年毎に屋上防⽔・外壁塗

装の実施を検討します。 
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ア．【学校施設等】目標使⽤期間︓80 年程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ．【学校給⾷センター】目標使⽤期間︓45 年程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）LCC の試算条件 
他市町村の改築に関する実績値を参考に、その平均値により園舎・校舎や屋内運動場、学校給⾷セン

ターなどの改築費を設定し、今後 40 年間の LCC を試算しました。各事業に関する事業単価の割合は⽂部
科学省が⽰す数値を採⽤するなどし、改築単価をもとに、それぞれ⻑寿命化 60%、予防改修 25%、大規
模改造（質的整備）20%としています。応急修繕については、D 判定箇所 1 か所につき 100 万円を計
上しました。また、事業期間も事業ごとに設定しました。なお、試算を⾏ったうえで、事業時期が一時的に重
ならないように平準化を図りながら、事業スケジュールを検討しました。 

 

事業名 周期 単価 
事業期間 

園舎・校舎 屋内運動場・武道場 学校給⾷センター 
新・増改築 45 または 80 年 300 千円/㎡ 250 千円/㎡ 687 千円/㎡ ３か年 
⻑寿命化 40 年 [改築単価]×60% ２か年 
予防改修 20 年 [改築単価]×25% １か年 

大規模改造 
(質的整備) 

40 および 60 年 [改築単価]×20% ２か年 

応急修繕 計画後概ね 
5 年以内に実施 

[D 判定数]×[1,000 千円] 
※5 年以内に⻑寿命化改良、大規模改造、改築がある場合
はそれで代⽤する。 

１か年 

※改築単価は、学校給⾷センターにおいては他市町村の実績値を、その他は本市の実績値を基に設定。 
※試算⽅法は⽂部科学省の試算プログラムを基に設定し、事業単価の割合は⽂部科学省の数値を採⽤ 

 

建物の⽔準 

20 

経年による 
機能・性能の劣化 

40 60 80 

改築 

100 

施設全体の機能に相当な支障が発生する⽔準 

竣工 

増築 

本市においては、豊崎中学校の新築に伴い、学校給⾷に係るコンテナ数の増加が
予定されており、同校の新築時期と併せて学校給⾷センターの増築を⾏う。 

建物の⽔準 
改築 

20 

経年による 
機能・性能の劣化 

40 60 80 100 

施設全体の機能に相当な支障が発生する⽔準 

竣工 

大規模改造 
（質的整備） 

●︓屋上防⽔・外壁塗装の実施時期。なお、予防改修と同内容の改修を
⾏うため、20 年目および 60 年目には実施しないこととする。 

予防改修 予防改修 
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（３）⻑寿命化のコストの⾒通し 
40 年毎に建替えた従来⽅式の場合と適切に改修等を実施し 45 年間または 80 年間使⽤する⻑寿命

化型⽅式の場合でのコストを⽐較検証します。 
従来⽅式で試算した場合、40 年間の総額は 656 億円、平均 16.4 億円/年となります。⻑寿命化型

⽅式で試算した場合、40 年間の総額は 504 億円、平均 12.6 億円/年となり、40 年間で 152 億円、年
間 3.8 億円のコスト縮減効果が⾒込めます。また⻑寿命化型⽅式は施設整備⽔準の程度、技術⾰新等
による省エネルギー化・省資源化の状況によってさらなるコスト縮減も期待されます。 

 
■従来⽅式（40 年後に建替え） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■⻑寿命化型⽅式（45 年または 80 年後に建替え） 
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（４）今後 10 年間の事業計画 
今後年間の主要事業は以下のとおりです。事業の実施時期は施設の築年数と健全度を考慮して計画し

ました。 
 

 
※各事業スケジュール等は、状況により変更する場合があります。  

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

園舎 13 長寿命 ア 80年
園舎 14 長寿命 ア 80年
屋内運動場 31 長寿命 ア 80年
校舎 32 長寿命 ア 80年
校舎 33 長寿命 ア 80年
校舎 34 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 24 長寿命 ア 80年
校舎 25 長寿命 ア 80年
校舎 26 長寿命 ア 80年
屋内運動場 27 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
プール管理棟 18 長寿命 ア 80年
屋内運動場 19 長寿命 ア 80年
校舎 22 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
プール管理棟 12 長寿命 ア 80年
校舎 16 長寿命 ア 80年
校舎 17 長寿命 ア 80年
屋内運動場 18 長寿命 ア 80年
校舎 19 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 1 長寿命 ア 80年
屋内運動場 2 長寿命 ア 80年
プール管理棟 4 長寿命 ア 80年
プール管理棟 5 長寿命 ア 80年
校舎 7 長寿命 ア 80年
校舎 新 長寿命 ア 80年
運動場 － 長寿命 ア 80年
校舎 1 長寿命 ア 80年
屋内運動場 2 長寿命 ア 80年
プール管理棟 5 長寿命 ア 80年
校舎 6 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 1 長寿命 ア 80年
校舎 2 長寿命 ア 80年
屋内運動場 3 長寿命 ア 80年
プール管理棟 4 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 1 長寿命 ア 80年
校舎 2 長寿命 ア 80年
校舎 3 長寿命 ア 80年
屋内運動場 4 長寿命 ア 80年
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 13 解体
校舎 14 解体
校舎 15 長寿命 ア 80年
屋内運動場 16 長寿命 ア 80年
校舎 31 解体
校舎 新 改築
校舎 19 長寿命 ア 80年
屋内運動場 20 長寿命 ア 80年
武道場 22 長寿命 ア 80年
プール管理棟 新 長寿命
運動場 - 長寿命 ア 80年
校舎 1 長寿命 ア 80年
屋内運動場 2 長寿命 ア 80年
武道場 4 長寿命 ア 80年
校舎 5 長寿命 ア 80年
プール管理棟 7 長寿命 ア 80年
校舎 8 解体
運動場 - 長寿命 ア 80年

学校給食センター給食センター 5 長寿命 イ 45年
校舎 新 長寿命
屋内運動場 新 長寿命

新・増改築 予防改修 長寿命化
大規模改造（質的整備） 屋上防水・外壁塗装
応急修繕 解体 修繕等

施設名 用途 棟

上田こども園

とよみ小学校

豊見城中学校

改築

区分
目標使用
年数

伊良波小学校

上田小学校

豊見城小学校

座安小学校

長嶺小学校

解体
解体

解体

ゆたか小学校

豊崎小学校

新築
豊崎中学校

新築

解体

新築

長嶺中学校

伊良波中学校
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第６章 ⻑寿命化計画の継続的運用 
１．情報基盤の整備と活用 

学校施設等の⻑寿命化や維持管理・更新を効率的かつ効果的に実施していくには、継続した施設の劣化
状況の把握や改修等事業の進捗確認が必要になります。施設カルテを基に、個々の施設整備を進めながら改
修等を実施した項目の履歴をデータとして蓄積することで、施設の状態を管理していきます。実施した改修等を
一元管理することで、事業の進捗確認ができるとともに、今後の計画⾒直しにおいての基礎データとして活⽤を
図ります。 
蓄積するデータ 図⾯、点検履歴、被災履歴、修繕履歴、工事履歴、写真 
 

２．推進体制の整備 
本計画策定後も、学校施設等の⽼朽化は進⾏するとともに、教育環境の変化に伴う施設へのニーズは多

様化していきます。今後は関係課や学校と連携・協⼒しながら、劣化状況を的確に把握することや、学習活動
の適応状況等の実態を把握し評価することを定期的かつ継続的に⾏い、把握した情報や評価結果に基づき、
より効果的な整備メニューの検討や保全計画の⾒直しを検討します。また、本計画に沿って確実に改修等を実
施するため、関係部局の連携を強化し、協⼒体制の充実を図ります。 
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３．フォローアップ等 
本計画期間の範囲内であっても、定期的に計画の進捗状況等について以下のフォローアップを実施します。

また、⽼朽化やその他最新の状況を踏まえて概ね５年ごとに計画を⾒直します。 
なお、計画⾒直しにおいては、目指すべき姿の実現や本計画の効率的な運⽤に資する改善策を提案すると

ともに、次回以降も継続して⻑寿命化の実現に努めます。 
 
① 進捗確認（１年毎） 

・事業進捗状況を確認し、予算要求に向けて実施計画の調整を⾏います。 
・修繕履歴、工事履歴等の履歴を更新します。 

 
② 計画⾒直し（概ね５年毎を目途） 

整備や保全による効果の検証を継続的に⾏うとともに、より効果的な整備や保全の⼿法など改善すべき
点について課題を整理し、課題解決の⽅策を検討したうえで計画を⾒直します。 

・実態把握（劣化状況調査・健全性調査）により⽼朽化の状況を把握し、定期点検等の各種調査の
結果も踏まえ、施設カルテを更新します。 

・各種単価や交付⾦割合の⾒直し、事業スケジュールの調整等を⾏い、LCC 試算グラフを更新します。 
・各種法令及び上位関連計画における⾒直し事項を確認し、本計画の内容を⾒直します。 
・その他⻑寿命化計画を実施する上で必要な⾒直しを⾏います。 

 
③ 今後の課題及び検討事項等 

・今後の学級数の動向を踏まえて適正規模での学校施設等の管理運営を実施します。 
・財政負担の軽減を目的に PPP/PFI 等の⺠間活⼒の導入を検討しながら、適正な学校施設等の管理
運営を⾏います。 

・修繕事業は国庫補助⾦を活⽤しているため、補助メニューの最新の動向を踏まえて事業の⾒直しを⾏
います。 
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第７章 LCC 試算表の整理 
LCC の試算に伴い、その算出に⽤いた資料を整理します。 
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